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第２章　協議の概要と結果第２章　協議の概要と結果

２－１　Ｓ／Ｗ署名２－１　Ｓ／Ｗ署名

　予備調査においては、先方Ｃ／Ｐが、Ｓ／Ｗに記載の　予備調査においては、先方Ｃ／Ｐが、Ｓ／Ｗに記載のUN D E R T A K I N GU N D E R T A K I N G 条項（免税措置の規定な条項（免税措置の規定な

ど）についてより詳細な検討を行い、関係機関の了解を取り付ける必要があるとの意向を表明しど）についてより詳細な検討を行い、関係機関の了解を取り付ける必要があるとの意向を表明し

たため、現地調査中のＳ／Ｗの署名・交換を見送ることとした。たため、現地調査中のＳ／Ｗの署名・交換を見送ることとした。

　調査団帰国後、ＥＡＤは　調査団帰国後、ＥＡＤはUNDERTAKINGUNDERTAKING条項の承認に必要な関係機関の調整を済ませ、条項の承認に必要な関係機関の調整を済ませ、20002000年２年２

月月1818日付けでのＳ／Ｗの署名・交換を行った（署名にあたっては、ＪＩＣＡボツワナ駐在員事務日付けでのＳ／Ｗの署名・交換を行った（署名にあたっては、ＪＩＣＡボツワナ駐在員事務

所長が本予備調査団長の代理署名を行うという形を取った所長が本予備調査団長の代理署名を行うという形を取った))。。

２－２　本格調査実施に向けた協議概要２－２　本格調査実施に向けた協議概要

　前述したとおり、予備調査団滞在中のＳ／Ｗ署名・交換を行うことは出来なかったが、最終的　前述したとおり、予備調査団滞在中のＳ／Ｗ署名・交換を行うことは出来なかったが、最終的

に署名に至る可能性は高いと判断されたため、現地調査中に本格調査内容に関連した協議を対処に署名に至る可能性は高いと判断されたため、現地調査中に本格調査内容に関連した協議を対処

方針どおり実施し、Ｓ／Ｗ署名に係る協議事項を含めた内容にて協議議事録（Ｍ／Ｍ）を署名・方針どおり実施し、Ｓ／Ｗ署名に係る協議事項を含めた内容にて協議議事録（Ｍ／Ｍ）を署名・

交換した。協議の結果を次に述べる。交換した。協議の結果を次に述べる。

２－２－１　先方の地方電化に係る現況の把握２－２－１　先方の地方電化に係る現況の把握

((１１)) 地方電化政策地方電化政策

　ボツワナにおいては、地方における産業新興及び社会的公平性確保の観点から地方電　ボツワナにおいては、地方における産業新興及び社会的公平性確保の観点から地方電

化を推進する方針が確認されている。しかしながら、過渡の補助金を地方電化に割り当化を推進する方針が確認されている。しかしながら、過渡の補助金を地方電化に割り当

てることは、事業の継続性に支障をもたらすことから、可能な限り市場原理を活用したてることは、事業の継続性に支障をもたらすことから、可能な限り市場原理を活用した

ＰＶ普及によって地方電化を推し進める方針である。ＰＶ普及によって地方電化を推し進める方針である。

((２２)) ＰＶ電化担当組織ＰＶ電化担当組織

　ボツワナ　ボツワナにおいては、現在多くの機関がＰＶ及び地方電化という両方の側面に関わっにおいては、現在多くの機関がＰＶ及び地方電化という両方の側面に関わっ

てきており、本件開発調査要請の背景には、地方電化事業の中における送配電、ディーてきており、本件開発調査要請の背景には、地方電化事業の中における送配電、ディー

ゼル、ＰＶの役割分担・地域的配分を最適化し、更に地方電化事業推進のための母体とゼル、ＰＶの役割分担・地域的配分を最適化し、更に地方電化事業推進のための母体と

しての組織を明確化したいという意思がある。現存する各組織には、ＰＶ地方電化推進しての組織を明確化したいという意思がある。現存する各組織には、ＰＶ地方電化推進

上の次のような問題点があるため、本件開発調査のＣ／ＰであるＭＭＥＷＡ－ＥＡＤに上の次のような問題点があるため、本件開発調査のＣ／ＰであるＭＭＥＷＡ－ＥＡＤに

おいても、現段階では明確な方針を持ち得ていない。このため、ＰＶ地方電化を推進すおいても、現段階では明確な方針を持ち得ていない。このため、ＰＶ地方電化を推進す

る新たな組織の設立可能性についても、検討の余地が十分あるといえる。る新たな組織の設立可能性についても、検討の余地が十分あるといえる。
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・ＢＰＣ：送配電網拡張による地方電化を推進している。利益確保を優先するため、採・ＢＰＣ：送配電網拡張による地方電化を推進している。利益確保を優先するため、採

算性が不透明なＰＶによる地方電化には現在のところあまり積極的でない。算性が不透明なＰＶによる地方電化には現在のところあまり積極的でない。

・ＲＩＩＣ：地方の生活レベル向上の観点から、ローン制度によるＰＶ普及事業を実施・ＲＩＩＣ：地方の生活レベル向上の観点から、ローン制度によるＰＶ普及事業を実施

している。本事業は比較的順調に進んでいるものの、維持管理要員及び資金の不足かしている。本事業は比較的順調に進んでいるものの、維持管理要員及び資金の不足か

ら、全国的な普及推進には目途が立っていない。ら、全国的な普及推進には目途が立っていない。

・ＢｏＴｅＣ：民間企業への技術移転等を目的とした各種分野における研究開発を行っ・ＢｏＴｅＣ：民間企業への技術移転等を目的とした各種分野における研究開発を行っ

ている。ＰＶ分野技術レベルも高く、ノウハウも蓄積されているが、ハード中心のノウている。ＰＶ分野技術レベルも高く、ノウハウも蓄積されているが、ハード中心のノウ

ハウに限られているため、地方電化推進上必要となる料金徴収等のソフト面のノウハウハウに限られているため、地方電化推進上必要となる料金徴収等のソフト面のノウハウ

は必ずしも十分ではない。は必ずしも十分ではない。

・ＤＥＭＳ：ディーゼル発電による地方の公共施設の電化を主に担当している。一部の・ＤＥＭＳ：ディーゼル発電による地方の公共施設の電化を主に担当している。一部の

需要の高い地域においては、ディーゼル発電＋配電網による一般家庭の電化も行ってお需要の高い地域においては、ディーゼル発電＋配電網による一般家庭の電化も行ってお

り、送配電網拡張による電化後はディーゼルを移設する方針をとる等、ＢＰＣとの連携り、送配電網拡張による電化後はディーゼルを移設する方針をとる等、ＢＰＣとの連携

は比較的密接に行われている。地方部におけるディーゼル発電機のメンテナンスにノウは比較的密接に行われている。地方部におけるディーゼル発電機のメンテナンスにノウ

ハウを有しており、地方部に事務所を有しているものの、ディーゼル発電機のメンテナハウを有しており、地方部に事務所を有しているものの、ディーゼル発電機のメンテナ

ンスを行えるエンジニアの数に限りがあるため、事務所を有効に活用できていないなどンスを行えるエンジニアの数に限りがあるため、事務所を有効に活用できていないなど

の問題を有している。の問題を有している。

((３３)) 関連プロジェクト実施状況の確認関連プロジェクト実施状況の確認

　現在実施中又は実施予定のＰＶ関連プロジェクトの現状は、次のとおりである。　現在実施中又は実施予定のＰＶ関連プロジェクトの現状は、次のとおりである。

・ＲＩＩＣ：ＮＰＶプロジェクト（見学）・ＲＩＩＣ：ＮＰＶプロジェクト（見学）

　販売方式によるＰＶシステム普及を行っている。システム購買をサポートするための　販売方式によるＰＶシステム普及を行っている。システム購買をサポートするための

低利の融資制度やメンテナンスサービス（５年間低利の融資制度やメンテナンスサービス（５年間))、購入者のトレーニング等をプログ、購入者のトレーニング等をプログ

ラムに取り入れることにより、市場原理を用いた、かつサステナブルなＰＶ普及をめざラムに取り入れることにより、市場原理を用いた、かつサステナブルなＰＶ普及をめざ

している。しかしながら、送配電網拡張による地方電化とのデマケーションを効率的にしている。しかしながら、送配電網拡張による地方電化とのデマケーションを効率的に

行うことが困難であること、メンテナンス要員及び融資制度原資の不足のため大規模な行うことが困難であること、メンテナンス要員及び融資制度原資の不足のため大規模な

普及活動に至っていないこと、等の問題点が表面化している。普及活動に至っていないこと、等の問題点が表面化している。

・ＢｏＴｅＣ／ＢＰＣ：集中型プロジェクト（見学）・ＢｏＴｅＣ／ＢＰＣ：集中型プロジェクト（見学）

　ＢｏＴｅＣがＰＶ部分を、ＢＰＣが配電線部分を担当した技術的実証プロジェクトで　ＢｏＴｅＣがＰＶ部分を、ＢＰＣが配電線部分を担当した技術的実証プロジェクトで

ある。システムは順調に稼働しているとのことであるが、現段階では料金徴収を実施しある。システムは順調に稼働しているとのことであるが、現段階では料金徴収を実施し

ていないなど、ソフト面でのサステナビリティを確保する上で必ずしも十分な体制とていないなど、ソフト面でのサステナビリティを確保する上で必ずしも十分な体制と

なっていない。なっていない。
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・ＢＰＣ：・ＢＰＣ：KhakheaKhakheaプロジェクトプロジェクト

　　現在実施に向けた承認待ちのプロジェクトである。ＢＰＣが単独で行う、初めてのＰＶ現在実施に向けた承認待ちのプロジェクトである。ＢＰＣが単独で行う、初めてのＰＶ

関連パイロットプロジェクトであるが、送配電網拡充による電化が行われる前の関連パイロットプロジェクトであるが、送配電網拡充による電化が行われる前のP r e -P r e -

ElectrificationElectrificationとしてＰＶを用いる点や、電力供給サービスに対する対価として料金としてＰＶを用いる点や、電力供給サービスに対する対価として料金

徴収を行う点など、ＲＩＩＣによるＮＰＶプロジェクト等とは違った性格を持つプロ徴収を行う点など、ＲＩＩＣによるＮＰＶプロジェクト等とは違った性格を持つプロ

ジェクトである。しかしながら、今回の調査においてもＢＰＣから本プロジェクトの詳ジェクトである。しかしながら、今回の調査においてもＢＰＣから本プロジェクトの詳

細についての説明が成されない、送配電網拡充による電化対象地域に細についての説明が成されない、送配電網拡充による電化対象地域にKhakheaKhakhea村が含ま村が含ま

れているなど、実施に向けた目途はいまだ立っていない模様である。れているなど、実施に向けた目途はいまだ立っていない模様である。

２－２－２　本格調査実施体制の確認２－２－２　本格調査実施体制の確認

((１１)) 要請内容の確認要請内容の確認

　ＭＭＥＷＡ－ＥＡＤ　ＭＭＥＷＡ－ＥＡＤ内部においては、地方電化事業の中における送配電、ディーゼル、内部においては、地方電化事業の中における送配電、ディーゼル、

ＰＶの役割分担・地域的配分を最適化し、更に地方電化事業推進のための母体としてのＰＶの役割分担・地域的配分を最適化し、更に地方電化事業推進のための母体としての

組織を明確化したいという要望が強い。これらの問題点は、第８次国家開発計画の中で組織を明確化したいという要望が強い。これらの問題点は、第８次国家開発計画の中で

も指摘されており、前述の各関連機関にも共通して認識されている。も指摘されており、前述の各関連機関にも共通して認識されている。

　　本件開発調査は、こうした問題点の解決に向けた関連機関の連携を促すものであり、本件開発調査は、こうした問題点の解決に向けた関連機関の連携を促すものであり、

先方の期待も大きいため、早期に実施することが望まれる。先方の期待も大きいため、早期に実施することが望まれる。

((２２)) 受け入れ体制の確立受け入れ体制の確立

　対処方針どおり、ステアリングコミッティ及びワーキンググループの構築を先方に提　対処方針どおり、ステアリングコミッティ及びワーキンググループの構築を先方に提

案し、各関連機関の同意を得た。案し、各関連機関の同意を得た。

((３３)) 政策面での取り組みに対する先方政府の意欲の確認政策面での取り組みに対する先方政府の意欲の確認

　先方関連機関、特にＥＡＤにおいては、本件開発調査をＰＶ電化推進体制確立に向け　先方関連機関、特にＥＡＤにおいては、本件開発調査をＰＶ電化推進体制確立に向け

た良い機会ととらえているため、調査実施中のステアリングコミッティと調査終了後提た良い機会ととらえているため、調査実施中のステアリングコミッティと調査終了後提

出される報告書を活用し、行政上の指導力を発揮する意思が見て取れた。又、出される報告書を活用し、行政上の指導力を発揮する意思が見て取れた。又、2 0 0 02 0 0 0年度年度

後半～後半～20012001年度前半あたりから、第９次全国開発計画（年度前半あたりから、第９次全国開発計画（2002/032002/03年～）の策定作業に入る年～）の策定作業に入る

ものと思われ、村落電化が重要課題とされた第８次全国開発計画を引き継ぐものとしてものと思われ、村落電化が重要課題とされた第８次全国開発計画を引き継ぐものとして

本Ｍ／Ｐの結果が反映される可能性が高い。本Ｍ／Ｐの結果が反映される可能性が高い。
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２－２－３　本格調査の目的・内容・実施手法についての基本的合意２－２－３　本格調査の目的・内容・実施手法についての基本的合意

((１１)) 調査スケジュール調査スケジュール

　対処方針どおり、　対処方針どおり、2 . 52 . 5年の調査期間を提案し、先方の賛意を得た。年の調査期間を提案し、先方の賛意を得た。

((２２)) デモンストレーションプロジェクトについてデモンストレーションプロジェクトについて

１１)) プロジェクト実施方針の確認プロジェクト実施方針の確認

　ボツワナにおいては、これまで数多くのパイロットプロジェクトが実施されてきて　ボツワナにおいては、これまで数多くのパイロットプロジェクトが実施されてきて

おり、技術的な実証段階はほぼ終了したとの認識が一般的である。このため、本プロおり、技術的な実証段階はほぼ終了したとの認識が一般的である。このため、本プロ

ジ ェ ク ト に つ い て も デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン と し て で は な く 、 実 際 の 普 及ジ ェ ク ト に つ い て も デ モ ン ス ト レ ー シ ョ ン と し て で は な く 、 実 際 の 普 及

（（disseminationdissemination）段階として位置付けて欲しいとの要望が強かった。しかしながら、）段階として位置付けて欲しいとの要望が強かった。しかしながら、

ソフト面（特に電化推進体制及び維持管理制度の確立）における実証は行われていなソフト面（特に電化推進体制及び維持管理制度の確立）における実証は行われていな

いため、プロジェクトの名称については「いため、プロジェクトの名称については「Dissemination ProjectDissemination Project」とするも、実施」とするも、実施

方針としては組織・制度面での実証試験としての内容を含むこととした。又、技術標方針としては組織・制度面での実証試験としての内容を含むこととした。又、技術標

準の確立や人材育成など、実際に全国的なＰＶ普及を推進するにあたって検討すべき準の確立や人材育成など、実際に全国的なＰＶ普及を推進するにあたって検討すべき

課題がいまだ解決されていないため、本プロジェクトにおける試行錯誤をとおして、課題がいまだ解決されていないため、本プロジェクトにおける試行錯誤をとおして、

これら普及に向けた基礎固めを行う。すなわち、本プロジェクト（これら普及に向けた基礎固めを行う。すなわち、本プロジェクト（Ph a s e 2P h a s e 2）では、実）では、実

際の普及段階に向けた環境整備を行うことが重要となる。際の普及段階に向けた環境整備を行うことが重要となる。

２２)) ＪＩＣＡ開発調査用資機材の性格についての説明ＪＩＣＡ開発調査用資機材の性格についての説明

　　対処方針どおり、関連機関に対して説明を行い、先方の合意を取り付けた。対処方針どおり、関連機関に対して説明を行い、先方の合意を取り付けた。

３３)) プロジェクト対象村落の確認プロジェクト対象村落の確認

　　現段階において、先方はプロジェクトの対象村落について明確な優先順位を持ち合現段階において、先方はプロジェクトの対象村落について明確な優先順位を持ち合

わせていない。このため、対象村落は本格調査において最終決定することとした。又、わせていない。このため、対象村落は本格調査において最終決定することとした。又、

同時に本格調査においては、有望なＰＶ電化対象を選定するための基準を策定するこ同時に本格調査においては、有望なＰＶ電化対象を選定するための基準を策定するこ

とが必要となる。とが必要となる。

２－２－４　先方の資金調達方針の確認２－２－４　先方の資金調達方針の確認

　　本件開発調査後の資金調達に関しては、先方は現段階においては明確な方針を持ち合わせて本件開発調査後の資金調達に関しては、先方は現段階においては明確な方針を持ち合わせて

おらず、むしろ、開発調査の進捗状況及び結果を見て検討する方針である。おらず、むしろ、開発調査の進捗状況及び結果を見て検討する方針である。

２－２－５　サイトへのアクセス・安全管理情報の確認２－２－５　サイトへのアクセス・安全管理情報の確認

　　ボツワナは、アフリカ諸国の中でも経済的な水準が高く、最も安全な国の１つといえる。しボツワナは、アフリカ諸国の中でも経済的な水準が高く、最も安全な国の１つといえる。し

かしながら、万一のことを想定し、Ｃ／Ｐに対して、本格調査実施にあたり安全管理上必要とかしながら、万一のことを想定し、Ｃ／Ｐに対して、本格調査実施にあたり安全管理上必要と

なる情報の提供を求め、同意を得た。又、プロジェクトサイトについては、維持管理の容易さなる情報の提供を求め、同意を得た。又、プロジェクトサイトについては、維持管理の容易さ
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を考慮し、幹線道路近くの未電化村落とする予定であるが、こうした地域へのアクセスは比較を考慮し、幹線道路近くの未電化村落とする予定であるが、こうした地域へのアクセスは比較

的容易であり、携帯電話による通信も可能であると思われる。的容易であり、携帯電話による通信も可能であると思われる。

２－３　協議議事録（Ｍ／Ｍ）の概要２－３　協議議事録（Ｍ／Ｍ）の概要

　前述の協議結果を踏まえ、今回署名したＭ／Ｍの概要は次のとおり。　前述の協議結果を踏まえ、今回署名したＭ／Ｍの概要は次のとおり。

１．Ｓ／Ｗ署名の見通し１．Ｓ／Ｗ署名の見通し

((１１)) Ｓ／Ｗ署名に至る手続きＳ／Ｗ署名に至る手続き

　　ＥＡＤはＳ／Ｗ中の「ⅧＥＡＤはＳ／Ｗ中の「Ⅷ. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF BOTSWANA. UNDERTAKING OF THE GOVERNMENT OF BOTSWANA」に記載さ」に記載さ

れる項目について、れる項目について、200 02 0 0 0年１月末に署名が可能となるようボツワナ国内の関連機関の承年１月末に署名が可能となるようボツワナ国内の関連機関の承

諾をとる。承諾を得た後、ＥＡＤ側は署名したＳ／ＷをＪＩＣＡボツワナ駐在員事務所諾をとる。承諾を得た後、ＥＡＤ側は署名したＳ／ＷをＪＩＣＡボツワナ駐在員事務所

に送付し、ＪＩＣＡは駐在員事務所長名での署名を行うべく、日本側関連機関と協議すに送付し、ＪＩＣＡは駐在員事務所長名での署名を行うべく、日本側関連機関と協議す

る。る。

((２２)) Ｓ／Ｗ（案）Ｓ／Ｗ（案）

　ＥＡＤとＪＩＣＡ予備調査団は協議の結果、　ＥＡＤとＪＩＣＡ予備調査団は協議の結果、｢｢ⅧⅧ. UNDERTAKING. UNDERTAKING～」を除くＳ／Ｗ（案）～」を除くＳ／Ｗ（案）

の内容について合意に至った。合意に至ったＳ／Ｗ（案）を本Ｍ／Ｍに添付する。の内容について合意に至った。合意に至ったＳ／Ｗ（案）を本Ｍ／Ｍに添付する。

２．ボツワナ側からの要請事項２．ボツワナ側からの要請事項

((１１)) 地方電化に係る方針地方電化に係る方針

　ボツワナにおける地方電化は、一般的に社会的公平性を保つことを目的として実施さ　ボツワナにおける地方電化は、一般的に社会的公平性を保つことを目的として実施さ

れる。れる。

((２２)) ＰＶ普及ＰＶ普及

　ボツワナではＰＶ技術に関連するパイロットプロジェクトを既に多く実施しているた　ボツワナではＰＶ技術に関連するパイロットプロジェクトを既に多く実施しているた

め、本調査はＰＶ技術の普及段階として位置付けられる必要がある。ＰＶ技術の普及段め、本調査はＰＶ技術の普及段階として位置付けられる必要がある。ＰＶ技術の普及段

階という観点から、本調査中に設置されるＰＶシステムは４村落における階という観点から、本調査中に設置されるＰＶシステムは４村落における450450家屋と他の家屋と他の

２村落における公共施設に設置されることが望ましい。２村落における公共施設に設置されることが望ましい。

((３３)) 持続可能性持続可能性

　持続可能な運用維持管理体制を構築することは、本調査の重要な要素の１つである。　持続可能な運用維持管理体制を構築することは、本調査の重要な要素の１つである。

持続可能なＰＶ地方電化のための行政部門におけるより適切な体制についても、本調査持続可能なＰＶ地方電化のための行政部門におけるより適切な体制についても、本調査

にて考慮してほしい。にて考慮してほしい。
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((４４)) ＰＶ技術の適用（用途）ＰＶ技術の適用（用途）

　照明用途のみに限定したＳＨＳ（　照明用途のみに限定したＳＨＳ（Solar Home SystemSolar Home System）の使用者への裨益効果には限）の使用者への裨益効果には限

界がある。地方部における生活水準の向上といった観点からは、ＰＶ技術の様々な用途界がある。地方部における生活水準の向上といった観点からは、ＰＶ技術の様々な用途

（給水ポンプ等）への活用可能性が本調査において検討されることが望ましい。（給水ポンプ等）への活用可能性が本調査において検討されることが望ましい。

((５５)) 本調査予算額の提示本調査予算額の提示

　ボツワナ政府はＪＩＣＡに対し、本調査の実施にあたってＪＩＣＡ側予算の総額を提　ボツワナ政府はＪＩＣＡに対し、本調査の実施にあたってＪＩＣＡ側予算の総額を提

示し、別途示し、別途Financial AgreementFinancial Agreementを締結するよう求めた。を締結するよう求めた。

３．Ｓ／Ｗの補完的事項３．Ｓ／Ｗの補完的事項

((１１)) ステアリングコミッティステアリングコミッティ

　ＥＡＤは本調査実施にあたって、関係機関の調整を担うステアリングコミッティを組　ＥＡＤは本調査実施にあたって、関係機関の調整を担うステアリングコミッティを組

織する。ステアリングコミッティは大蔵省、ＥＡＤ、ＢＰＣ、ＲＩＩＣ、ＢｏＴｅＣ、織する。ステアリングコミッティは大蔵省、ＥＡＤ、ＢＰＣ、ＲＩＩＣ、ＢｏＴｅＣ、

ＤＥＭＳ、ＭＬＧ及びＪＩＣＡ調査団からなるものとする。ＤＥＭＳ、ＭＬＧ及びＪＩＣＡ調査団からなるものとする。

((２２)) ワーキンググループワーキンググループ

　ＥＡＤは本調査実施にあたって、本調査中に調査団と協力してプロジェクトの実施を　ＥＡＤは本調査実施にあたって、本調査中に調査団と協力してプロジェクトの実施を

担い、技術移転の受け皿となるべきワーキンググループを組織する。ワーキンググルー担い、技術移転の受け皿となるべきワーキンググループを組織する。ワーキンググルー

プはＥＡＤ、ＢＰＣ、ＲＩＩＣ、ＢｏＴｅＣ及びＤＥＭＳからなるものとする。プはＥＡＤ、ＢＰＣ、ＲＩＩＣ、ＢｏＴｅＣ及びＤＥＭＳからなるものとする。

((３３)) 運用管理制度・体制の設立運用管理制度・体制の設立

　本調査フェーズ１の結果に従って、ボツワナ側はステアリングコミッティの指導のも　本調査フェーズ１の結果に従って、ボツワナ側はステアリングコミッティの指導のも

と、フェーズ２の実施にあたって必要となる運用管理制度・体制を整備する。と、フェーズ２の実施にあたって必要となる運用管理制度・体制を整備する。

((４４)) ＰＶ普及プロジェクトＰＶ普及プロジェクト

１１)) [[プロジェクト対象地の選定プロジェクト対象地の選定]  ]  対象村落数を含めた最終決定は本格調査中に行う。対象村落数を含めた最終決定は本格調査中に行う。

２２)) [[維持管理組織の設立維持管理組織の設立] ] フェーズ２開始時に設置機材のモニタリング・維持管理及びフェーズ２開始時に設置機材のモニタリング・維持管理及び

料金徴収を担う組織を設立する。料金徴収を担う組織を設立する。

３３)) [[機材の所有権機材の所有権]  ]  本格調査中は、設置した機材の所有権はＪＩＣＡに属する。本格調査中は、設置した機材の所有権はＪＩＣＡに属する。

４４)) [[機材の設置機材の設置] ] 本調査で用いる機材については、その購入費用・輸送費用・設置費用本調査で用いる機材については、その購入費用・輸送費用・設置費用

等がＪＩＣＡによって負担される。等がＪＩＣＡによって負担される。

５５)) [[運用・管理・モニタリング・データ収集運用・管理・モニタリング・データ収集]  ]  本調査中に、ＪＩＣＡ調査団の指導の本調査中に、ＪＩＣＡ調査団の指導の

下、前述の維持管理組織が設置機材の運用・管理・モニタリング・データ収集に係る活下、前述の維持管理組織が設置機材の運用・管理・モニタリング・データ収集に係る活
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動を行う。又、調査終了後も適切な運用管理活動が同組織によって継続的に実施され動を行う。又、調査終了後も適切な運用管理活動が同組織によって継続的に実施され

る。る。

６６)) [[電気料金徴収電気料金徴収] ] フェーズ２実施にあたり、ＪＩＣＡ調査団が用意した電気料金及びフェーズ２実施にあたり、ＪＩＣＡ調査団が用意した電気料金及び

料金徴収システムに従って、前述の維持管理組織が電気料金の徴収を行う。料金徴収システムに従って、前述の維持管理組織が電気料金の徴収を行う。

((５５)) Ｃ／Ｐ及び技術移転Ｃ／Ｐ及び技術移転

　ＥＡＤは、電化政策・社会経済調査・ＰＶ技術適用等の分野における本調査に係る適　ＥＡＤは、電化政策・社会経済調査・ＰＶ技術適用等の分野における本調査に係る適

切なＣ／Ｐ要員を提供する。これらのＣ／Ｐ要員は、ワーキンググループの一員として切なＣ／Ｐ要員を提供する。これらのＣ／Ｐ要員は、ワーキンググループの一員として

ＪＩＣＡ調査団からの技術移転を受ける。ＪＩＣＡ調査団からの技術移転を受ける。

((６６)) セミナー及びワークショップセミナー及びワークショップ

　本調査の一環として、プロジェクト対象地におけるＰＶ技術の普及啓蒙を目的とした　本調査の一環として、プロジェクト対象地におけるＰＶ技術の普及啓蒙を目的とした

セミナーや、関連機関の情報・意見交換を目的としたワークショップ等を開催する。セミナーや、関連機関の情報・意見交換を目的としたワークショップ等を開催する。

((７７)) Ｃ／Ｐ研修Ｃ／Ｐ研修

　ＥＡＤは、本調査に関連する技術研修が日本において成されるよう要望した。　ＥＡＤは、本調査に関連する技術研修が日本において成されるよう要望した。

((８８)) 事務室の提供事務室の提供

　ＥＡＤは、国際電話回線や家具を備えた適当な執務環境をＪＩＣＡ調査団に提供する。　ＥＡＤは、国際電話回線や家具を備えた適当な執務環境をＪＩＣＡ調査団に提供する。

((９９)) 安全管理情報の提供安全管理情報の提供

　本調査を円滑に実施するため、ボツワナ政府はＳ／Ｗに記載の「Ⅷ　本調査を円滑に実施するため、ボツワナ政府はＳ／Ｗに記載の「Ⅷ. UNDERTAKING . UNDERTAKING ～」～」

項目１項目１.  (.  (１１))の内容に従って、ＪＩＣＡ調査団が安全を確保する上で必要な情報を提供の内容に従って、ＪＩＣＡ調査団が安全を確保する上で必要な情報を提供

する。する。

別添　Ｓ／Ｗ（案）の概要別添　Ｓ／Ｗ（案）の概要

((１１)) 調査目的調査目的

　本　本調査は、地方電化を促進する上で必要となるＰＶシステムの更なる普及を目指し、調査は、地方電化を促進する上で必要となるＰＶシステムの更なる普及を目指し、

ＰＶ技術に関連した地域別普及戦略、技術改善、効率的な制度・維持管理体制についてＰＶ技術に関連した地域別普及戦略、技術改善、効率的な制度・維持管理体制について

提言を行うことを目的とする。提言を行うことを目的とする。
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((２２)) 調査対象地域調査対象地域

　　本調査はボツワナ全土を対象として行うものとするが、調査の一環としてパイロット本調査はボツワナ全土を対象として行うものとするが、調査の一環としてパイロット

的に実施するＰＶ普及プロジェクトについては選定された村落を対象とする。的に実施するＰＶ普及プロジェクトについては選定された村落を対象とする。

((３３)) 調査内容調査内容

[[フェーズ１：基礎調査段階フェーズ１：基礎調査段階] ] ～ＰＶ普及に向けた戦略及び制度・組織的枠組みの最適化～ＰＶ普及に向けた戦略及び制度・組織的枠組みの最適化

 a.  a. 関連データの収集・見直し関連データの収集・見直し

 b.  b. 現行の地方電化政策の見直し現行の地方電化政策の見直し

 c.  c. 地方電化関連機関役割の見直し地方電化関連機関役割の見直し

 d.  d. 過去及び現行のＰＶ電化プログラムの評価過去及び現行のＰＶ電化プログラムの評価

 e.  e. 地方村落における社会経済状況・電力需給状況の評価地方村落における社会経済状況・電力需給状況の評価

 f.  f. 政策及び財務的観点からのＰＶ地方電化促進方針・手法の策定政策及び財務的観点からのＰＶ地方電化促進方針・手法の策定

 g.  g. ＰＶ地方電化を担当する最適な制度・組織的枠組みの設定ＰＶ地方電化を担当する最適な制度・組織的枠組みの設定

 h.  h. フェーズ２における対象村落の選定フェーズ２における対象村落の選定

[[フェーズ２：普及プロジェクト段階フェーズ２：普及プロジェクト段階]  ]  ～ＰＶ地方電化推進体制の確立のため、実際の～ＰＶ地方電化推進体制の確立のため、実際の

ＰＶシステムの設置をとおした手続きの標準化とボツワナ側のキャパシティビルディンＰＶシステムの設置をとおした手続きの標準化とボツワナ側のキャパシティビルディン

グを行う。グを行う。

 a.  a. 維持管理体制の構築維持管理体制の構築

 b.  b. ＰＶ設置対象家屋・公共施設の選定ＰＶ設置対象家屋・公共施設の選定

 c.  c. ＰＶ設置対象家屋・公共施設における経済社会状況及び電力需給状況の評価ＰＶ設置対象家屋・公共施設における経済社会状況及び電力需給状況の評価

 d.  d. ＰＶシステムの仕様決定ＰＶシステムの仕様決定

 e.  e. ＰＶシステムの設置とモニタリングＰＶシステムの設置とモニタリング

 f.  f. 維持管理体制に係る提言維持管理体制に係る提言

 g.  g. 技術移転（ワークショップ・セミナー・研修等を含む）技術移転（ワークショップ・セミナー・研修等を含む）

 h.  h. プロジェクトの評価プロジェクトの評価

[[フェーズ３：Ｍ／Ｐ策定段階フェーズ３：Ｍ／Ｐ策定段階] ] ～フェーズ１及び２の結果に基づき、ＰＶ地方電化推進～フェーズ１及び２の結果に基づき、ＰＶ地方電化推進

の枠組みとなるＭ／Ｐを策定する。の枠組みとなるＭ／Ｐを策定する。

((４４)) 調査工程調査工程
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